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契約書の在庫用紙と消費税の区分記載

Q ●
● 9年4月から地方消費税が導入されま

すが、当社には、「消費税円」と印刷され

た請負契約書の在庫がたくさんあります。こ

の在庫用紙を使う場合には、「消費税等」と

修正しなければならないのでしょうか。

.A.:当面の間は、「消費税」と印刷された

ものについて、「等」を書き加えることなく

そのまま使用しても、認められます。

【解説】

消費税率引き上げと地方消費税導入に伴う

印紙税通達の改正がありましたが、それによ

ると、例えば「請負金額1.000万円消費税

及び地方消費税50万円」、あるいは「消費税

及び地方消費税」を「消費税等」とした場合

には、消費税及び地方消費税が区分記載され

ているものとして、1.000万円が印紙税上の

記載金額になります。

ただし、通達公表前に既に「消費税円」

と印刷された請負契約書等を大量に作成して

いるような場合については、当面そのまま使

用することも認められることになります。

また、請負契約書等をコンピュータで作成

している場合も、「消費税円」から「消費

税及び地方消費税円」等と変更するプログ

ラムの修正が必要ですが、プログラムの修正

が間に合わないケース等も考えられるため、

当面は税率5％が適用される取引に係る請負

契約書等について旧プログラムにより作成す

ることも認められるようです。

いずれの場合も、税率（3％）の表示があ

れば、税率の修正だけはしておきましょう 。
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